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告         示 

兵庫県告示第91号の２  

平成19年兵庫県告示第956号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を次のように改正する。  

なお、これらの図面は、兵庫県県土整備部土木局砂防課、阪神南県民センター西宮土木事務所及び西宮市役

所に備え置いて縦覧に供する。 

平成29年１月31日  

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

船坂(9)Ⅰ（105000109）の項中別図109、船坂川左支渓Ⅰ（205000029）の項中別図191、船坂川右支渓(2)Ⅲ

（205000034）の項中別図196、船坂川右支渓(4)Ⅲ（205000036）の項中別図198、金仙寺東谷(1)Ⅱ（205000047）

の項中別図209を改める。 
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